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Ⅰ 学校における危機管理 

１ 目 的 

（１）生徒及び教職員の安全を確保するとともに、施設等を守る 

（２）危険を早期に発見し、事件・事故、災害を未然に防止する 

（３）事件・事故、災害の発生時に、迅速・的確に対応し、被害を最小限にとどめる 

（４）事件・事故の再発防止と、教育の再開に向けて対策を講じる 

２ 対 象 

（１）学校危機の未然防止(平常時の)対応 

  □ 緊急時の初動・初期対応 

  □ 緊急時の中・長期対応 

（２）防犯を含む生活安全 

  □ 不審者侵入防止対策、通学路の安全対策 

  □ 学校等における事件・事故防止 

     （転落、遊具、落雷・突風、水難事故、薬品、熱中症等） 

（３）交通安全 

（４）災害安全 

  □ 火災、地震、風水害、津波、土砂災害等の被害防止対策 

３ 学校・教職員の安全配慮義務 

 □ 生徒の命と安心・安全の確保は、全教育活動の基盤となる取組である 

 □ 判例において、学校及び教職員には「児童(生徒)の安全の確保に配慮すべき義務(安全配慮義務)あ 

あるとされる 

４ 推進組織 

 □ 危機管理委員会を校務分掌組織に位置づけるとともに、定期(年間２回)、随時に開催し、危機管理体 

  制の改善・充実、危機管理マニュアルの見直し等を行う 

５ 留意点 

 □ 危機管理体制を整備し、毎年全教職員により共通理解を図る 

 □ ケース別にマニュアルを策定し、適宜検討・見直しを行う 

 □ 全教職員が危機管理意識をもって教育活動を推進する 

 □ 教育活動や業務等に潜んでいる問題点や課題等を的確に把握し危機に備える 

 □ 危機発生時の各自の役割を常に意識し、迅速で的確な対応ができるようにする 

 □ 自由に意見が言える風通しのよい職場をつくり、問題が発生したら近くにいる教職員と協力しながら迅 

速かつ適切な対応を行うとともに、直ちに管理職に報告する 

 □ 総合力を発揮し、機能的な危機管理を行うことができるように、日頃から保護者や地域、関係機関等と 

の連携を密にとる 
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Ⅱ ３段階の基本対応 

１ 未然防止(平常時)の対応 

項  目 具 体 的 取 組 

安全教育の充実 

□ 「学校安全計画」に基づく、計画的な安全学習、安全指導の実施 

□ 安全マップ作成や危険予測学習（ＫＹＴ）等、安全教育の充実による「危険予測・回避 

能力」の育成 

□ 生徒会活動など主体的な活動の推進 

□ 生徒指導、教育相談、進路指導の充実 

安全管理の徹底 

□ 緊急連絡体制(病院、保護者等)の整備と周知 

□ 関係機関との連絡連携体制の確立 

□ 定期的・日常的な安全点検実施 

□ 不審者等の侵入防止、早期発見対策の確立 

□ 出欠、健康観察、保護者連携の確実な実施 

□ 施設管理や火器・薬品等の適正な取扱い 

□ 授業、学校行事等における安全確保 

□ 台風など自然災害等に関する速やかな情報収集 

□ 救急救命法(心肺蘇生法、ＡＥＤ等)の研修 

組織活動の推進 

□ 教職員の意識高揚と、危機管理体制の確立 

□ 学校保健安全委員会の開催 

□ 兆候事案等を共有し、事件等を抑止する体制整備 

□ 緊急連絡体制整備など、保護者、関係機関等との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる確実な実践体制の整備 

訓練や机上シミュレーション、研修等を実施し、危機管理マニュアルが組織的、総合

的に機能するかどうかを評価・検証の上、改善を繰り返して実効性を高める 

Ｐｌａｎ 立案 

Ａｃｔｉｏｎ 改善 

Ｃｈｅｃｋ 点検 

Ｄｏ 実施 

＊毎年チェックポイントによる点検及び改善 

危機管理マニュアル 

作成・見直しに関するプロセス 
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安全管理の点検項目 

〈ポイント１〉 防犯体制 

□ 教職員の危機意識の醸成、取組の改善を図るため、職員会議や学校保健委員会において、防犯体 

制及び危機管理に関する条項を取り上げているか〈教職員の意識・取組の改善〉 

□ 危険予測、回避能力を育む安全教育や防犯に関する安全管理に計画的に取り組むための安全計画 

を作成し、毎年見直しをしているか〈学校安全計画〉 

□ 緊急時を想定し、事前・発生時・事後の対応策を明確にした、学校独自の危機管理マニュアルを作成 

しているか〈危機管理マニュアル〉 

□ 関係法令の理解や緊急時の即応体制の確認、救急救命法の習得など、防犯及び危機管理に関する 

研修・訓練を計画的に実施しているか〈教職員の研修・訓練〉 

□ 生徒を対象に、不審者の侵入等を想定した訓練を計画的に実施しているか〈生徒の訓練〉 

□ 防犯に関する取組や情報について、配布資料や保護者会等をとおして、保護者に啓発し家庭で話し 

合うように働きかけているか〈保護者への啓発〉 

〈ポイント２〉 連携体制 

□ 防犯体制の確立に向けて、日頃からＰＴＡ、民生委員、警察等と連携できているか〈連携体制〉 

□ 緊急時には速やかに警察・消防・市教育委員会に通報・連絡する体制は整っているか〈通報体制〉 

□ 不審者情報等の緊急情報について、家庭へ速やかに連絡する体制は整っているか〈情報交換〉 

□ 近接する学校等の間で、不審者情報や学校の対応等について、連絡・協議する体制は整っているか

〈緊急避難所の周知〉 

〈ポイント３〉 不審者侵入防止体制 

□ 学校の不審者侵入防止体制について、保護者等関係者への周知に努めているか 

〈不審者侵入防止対策〉 

□ 校門、フェンス、外灯、門扉、警報装置、ＡＥＤ等の定期的・日常的な安全点検を行っているか 

〈施設・設備の安全点検〉 

□ 校地内の見通しの妨げとなる樹木の剪定や障害物を除去しているか  〈校地内の見通しの確保〉 

□ 普段使用しない校門等を可能な限り施錠や閉鎖するなどし、校地の出入口を限定しているか 

〈出入り口の限定〉 

□ 普段使用する校門は、立入禁止等の看板の設置、計画的な巡視・監視等により出入りを管理している 

か                                                   〈校門の管理〉 

□ 校地出入口等に、立て看板や表示等で、玄関への順路、受付位置等を明示しているか 

〈来訪者への案内〉 

□ 受付時に来校者名簿への記入、来校者証の着用を求めているか   〈来校者名簿への記入等〉 

□ 全教職員による来校者へのあいさつや用向きの確認等を励行しているか    〈来校者の確認〉 

□ 一日の時程に沿って、適宜教職員による校内の巡視を行っているか          〈校内巡視〉 

□ 生徒が、不審者及び不審物を発見した場合、速やかに教職員に知らせるように徹底しているか 

〈不審物発見時の対応〉 

□ 防犯体制や施設・設備について、警察や消防、市教育委員会による定期的な点検・指導を受けている 

か                                                 〈定期的な点検〉 
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不審者侵入の防止の３段階のチェック体制（黒石中の場合） 

段階 具体的な方策 

Ａ 校門 校門の施錠管理、（防犯カメラ）、校門利用時間の指定、来訪者向け案内 

Ｂ 校門から校舎への 

  入口まで 
来訪者への入口や受付への案内表示、通行場所の指定、死角の排除 

Ｃ 校舎への入口 入口や受付の指定・明示、（防犯カメラ）、受付での来訪者の確認、名札の着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ポイント４〉 不審者侵入防止体制 

□ 不審な来校者に対しては、退去を求めること、適度な距離を保ち複数で対応することなどを全ての教 

職員で確認しているか〈教職員の対応〉 

□ 不審な来校者があった場合、生徒に近づくことがないよう、一時的に案内（隔離）し対応する場所を設 

定しているか〈不審者の隔離〉 

□ サスマタ等の防犯器具について、常に使用できる状況にしているか 〈防犯器具の設置〉 

□ 教職員は、実技訓練等を通し、防犯器具の使用についての技能を習得しているか 

〈防犯器具の技能習得〉 

□ 不審者等が侵入した場合に、携帯電話・放送を使うなど、教職員や生徒への連絡体制を整えている 

か                                              〈校内連絡体制の整備〉 

□ 不審者が侵入した場合に、避難誘導や通報、対策本部の設置、ＡＥＤを使用するなどの一次救命処 

置や応急手当等が迅速・的確に行われるよう、危機管理体制について定期的に確認しているか 

〈危機管理体制の確認〉 

□ 保護者への緊急連絡体制や生徒の下校方法等について、方針を定め、保護者にも確認しているか 

〈緊急時の対応方針の周知〉 

□ 事案発生後の生徒・保護者への説明や、心のケア等の対応方法等について確認しているか     

〈事案発生後の心のケア等対応〉 

□ 警察への通報態勢を確立しているか〈通報体制〉 

〈ポイント５〉 登下校時の安全管理 

□ 防犯上の視点をもって、通学路や校区内の安全点検を行っているか〈通学路の安全点検〉 

□ 通学路における防犯上の危険箇所や安全な通学方法等について、生徒に指導するとともに、保護者 

へ周知しているか〈危険箇所等の指導・周知〉 

□ 大声を出す、逃げるなどの対処方法が身に付くよう指導しているか 〈不審者への対処方法の指導〉 

〈ポイント６〉 学校行事等の安全管理 

□ 学校行事や学校開放時には、表示や施錠等により、非開放部分を区分し、生徒、保護者に周知して 

いるか〈学校行事等での安全確保〉 

□ 学校行事等、防犯上必要な際に、保護者や警察等の協力を要請するなど、連携して活動しているか 

〈保護者等との連携〉 

□ 校外での学習や行事の際には、事前に実地調査を行うなど、緊急事態達成時の避難方法や連絡体 

制等について確認しているか 〈校外学習等での安全確保〉 
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   ※校長(教頭)は、関係教職員を学校へ招集し、危機管理チームを設置 

   ※危機管理チーム設置後は、学校での火災発生時に準じて実施 

初 
 

期 
 

対 
 

応 

２
４ 

時 
 

間 
 

以 
 

内 

校舎の安全確保 

火  災  発  生 

通  報 

初期消火 

発見者 

近隣者 

□緊急連絡（火災報知器等） 
□初期消火、防火扉・シャッターの閉鎖等確認 
□消防への通報（１１９番通報） 

避難誘導 

安全確保 

【全職員】 

□生徒の避難誘導及び安 
全確保 

□安全確保（点呼等） 
□生徒の不安軽減等に配
慮 

通  報 

初期消火 

□全体指揮 
（必ず現場確認） 

□情報の一元化 
□記録開始 

救 出 

救 護 

□救出活動             □救急処置（心肺蘇生法、ＡＥＤ等） 
□校長（教頭）への連絡      □近隣の教職員への協力要請 
□警察への支援要請       □緊急車両誘導 
□医療機関への連絡・搬送   □保護者への連絡 

消火補助 □危険箇所への立入禁止措置 □緊急車両の誘導 
□消火活動への協力 

搬 出 □搬出活動（重要種類） 
□搬出品管理 

危機管理 

チーム 

校長(リーダー) 

教頭 

事務職員 

教務主任 

生徒指導主任 

保健主任 

教育相談担当 

校内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

学年主任 

養護教諭 

□全体指揮、情報集約・一元化 
□警察・消防との連携 
□教職員間の情報共有 
□市教育委員会への報告 
□保護者対応 
  ・ＰＴＡ役員への連絡、協力要請 
  ・緊急連絡、通知文、保護者会、謝罪等 
□報道対応 
  ・取材対応等 
□再発防止対策検討 

危機管理 

チーム 

教育相談担当 

校内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

学年主任 

担任 

養護教諭 

□状況によりＣＲＴ派遣を県教委に要請 
□ハイリスクな生徒の把握 
□ハイリスクな生徒の保護者への連絡 
□ケア計画の策定 
□専門家により生徒・保護者へのカウンセリング
やサポート 

◆火災発生時の対応◆ 
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□飛沫感染を防ぐため、咳エチケットを守る 

□咳が出る場合は、原則マスクを着用する 

  ※運動時や熱中症の危険があるときなどは、十分距離をとってマスクを外してもよい 

□人と人との距離を可能な限り２ｍあける ※最低１ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□汚物・吐物・血液などは、様々な病気の感染源となる可能性がある 

□血液の始末（けが、鼻血、経血）について、血液がついたらすぐに流水で十分洗う 

□血液や汚物（嘔吐物や排泄物）の処置は、ディスポ手袋を使用し、素手で扱わない 

  ＊ディスポ手袋及び汚物処理セットは、保健室流しの下に常備 

□汚物の付いた物が洗える場合は、塩素系漂白剤(保健室)に漬け置き消毒して洗濯をする 

  ・洗濯は、他の物と分けて洗う 

  ・洗濯機を使用した場合、後は漂白剤ですすぎ洗いをする 

□床に付いたものは、紙や布で拭き取った後に漂白剤をスプレーで吹き付けて消毒した後に水拭きをす 

る 

□嘔吐下痢症でトイレを使用した場合、速やかに後で消毒をする(養護教諭へ連絡) 

Ⅳ 汚物・吐物・血液などの体への付着を避ける 

中学生における保健衛生 

Ⅱ 咳エチケットを守る 

Ⅲ 傷口は小さなものでも処置をし、創傷面を覆う 

 

□飲食・トイレ・汚物処理など、あらゆる場面において、石鹸を用いてよく洗い、流水で十分に洗浄する 

□手を乾かした後、必要に応じて手指消毒器の薬液(アルコール)を手に取り、よくすりこむ 

□必要に応じてうがいをする 

Ⅰ 手洗い・うがいを習慣化する 

 

□インフルエンザやコロナウイルス感染症及び感染性胃腸炎などが疑われる場合は、学校において個別 

対応する場合がある 

Ⅴ 感染症予防のための個別対応について 
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２  緊急時の初動・初期対応 

項 目 具 体 的 取 組 

発生源への緊急対応 
□ 事件・事故の発生原因の早期除去 

   （不審者の侵入阻止、火災の消火、施設等の不部の応急処理など） 

指揮統括 

〔 校長、教頭 〕 

□ 事件・事故概要の迅速な把握 

□ 生徒や教職員の安全確認 

□ 情報収集(情報の一元化)と共有 

□ 危機対応組織の立ち上げ 

□ 市教育委員会、警察、関係機関への緊急連絡、支援要請 

□ 的確な意志決定と指示 

□ 報道対応（窓口の一本化） 

危機対応 

 

校長、教頭 

事務職員 

教務主任 

生徒指導主任 

保健主任 

学年主任 等 

 

□ 教職員への緊急連絡と招集〈教頭〉 

□ 生徒の避難誘導と安全確保〈教頭〉 

    （生徒を発生源から遠ざけ不安を軽減、安全確保及び点呼） 

□ 重要物品の搬出（事務職員） 

□ 警察官、救急隊員等を現場に誘導〈教頭、事務職員〉 

□ 保護者への緊急連絡〈保護者担当：教務主任、学年主任等〉 

□ 情報収集・整理、コメント作成〈報道担当：教頭、事務職員〉 

□ 時系列での記録〈記録担当：教務主任、保健主任〉 

ケア対応 

 

教育相談担当 

校内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

養護教諭 

学年主任 

担任 

 

□ 負傷者、ハイリスク生徒の迅速な把握〈教育相談担当、校内コーディネーター〉 

□ 応急手当（心肺蘇生法、ＡＥＤ）〈養護教諭〉 

□ 病院への搬送とアフターケア〈養護教諭、担任〉 

□ 生徒の不安の軽減〈担任〉 

□ ハイリスク生徒、保護者の把握〈学年主任〉 

□ ケア計画の作成〈教育相談担当〉 

□ 専門家と連携した教育相談、カウンセリング等〈校内コーディネーター〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態発生時には、危機管理マニュアルに想定していない状況も発生することがある

ため、正確な情報を収集に基づき、迅速かつ的確に判断し、トップダウンを基本に、全教職

員が協働して危機に立ち向かう 
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No. 項  目 取  組  内  容 

１ 
管理職への報告 

最新情報の入手 

□ ５W１Hに基づきメモを取り、校長（管理職）へ情報を集約 

□ 校長（管理職）は、現場を確認し、必要に応じて現場を保存 

□ 時系列での記録開始と最新情報把握（過去の記録も確認） 

〈校外での事案〉 

□ 生徒指導主任等を派遣し、現場での情報確認や目撃生徒等の有無等を確 

 認 

□ 地元警察・消防・市教育委員会からも最新情報を入手 

２ 緊急支援要請等 

□ 重大事案発生時は、警察、市教育委員会等へ支援を要請 

□ 傷病者がいる場合は、生命の安全を最優先して、できる限りの応急処置、救 

急救命措置を施すとともに、救急車出動を要請 

３ 

緊 急 招 集 

緊急会議 

役割分担 

□ 校長（管理職）は、教職員を緊急招集し、以下を指示 

役割分担 
□ 教職員への連絡と、役割分担の指示 

  ＊守秘義務の遵守を確認 

生徒への連絡 

□ 緊急避難を要する事案は、全校放送等により避難場所を 

連絡 

 ＊集合後の安否確認は名簿等により確実に実施 

保護者連絡 

□ 関係保護者に連絡 

  ＊学校関係者の目撃情報でない場合は、未確認情報であ 

ることを断った上で連絡 

□ 事案に応じ、全保護者に電話や通知文等で緊急連絡 

  ＊事案により緊急保護者会を実施 

市教委へ報告 
□ 簡潔かつ最新情報を報告 

  ＊重大事案であるほど迅速に対応（まず電話連絡） 

関係機関等と 

連携 

□ PTA役員等にも説明及び協力依頼 

□ 学校運営協議会員にも説明 

□ 警察・消防と継続的に連携 

  ＊日頃からの連携が大切 

報道対応窓口 

決定 

□ 報道対応窓口を一本化 

□ 管理職をサポートする「報道対応チーム」が活動開始 

□ 重大事案は、早期に記者会見の開催を決定し、報道へ連 

 絡 

 

 

緊急時の基本的対応と校内組織等 

◆ポイント１◆  事案発生時の基本的対応 
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区分 チーム等 役  割 担  当  者 

統括 統括責任者 全体指揮 ①校長   ②教頭 

危機 

管理 

学校安全チーム 

学校安全担当 教頭、生徒指導主任、保健主任  ＊市教委職員 

情報管理担当 教務主任 

庶務担当 事務職員 

報道対応チーム 報道担当 校長、教頭、事務職員等  ＊市教委職員 

保護者チーム 
保護者担当 教務主任、学年主任 

個別担当（遺族等） 担任等を指名 

ケア 
学年チーム 学年担当 教務主任、学年主任、担任 

ケアチーム ケア担当 養護教諭、教育相談担当、校内コーディネーター 

 

【各チームの具体的な役割】 

区分 チーム等 具  体  的  な  役  割 

統括 統括責任者 

○ 事案の全体把握と対応決定 

○ 警察、市教育委員会との連携 

○ 被害者、被災者への対応（事案により謝罪） 

○ 保護者対応、報道対応など 

危機 

管理 

学校安全チーム 

○ 最新情報の把握 

○ 学校内外の安全状況の把握 

○ 保護者、関係機関、報道等への連絡・通知等 

○ 報告準備 

○ 記録（時系列）の整理 

○ 食事等補給   など 

報道対応チーム ○ 報道対応準備 

保護者チーム 

○ 該当保護者への状況説明、支援等 

○ 全保護者への緊急連絡による不安軽減 

○ 緊急保護者会や通知文の準備   など 

ケア 

学年チーム 
○ 被害生徒への付き添い、見舞い 

○ 学年生徒の状況把握と不安軽減   など 

ケアチーム 

○ 応急手当 

○ 学校医、医療機関等との連絡連携 

○ ハイリスク生徒の把握（ケア会議開催） 

○ 教育相談等のケア活動   など 

 

 

 

 

 

◆ポイント 2◆  緊急時の校内組織 
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〈警察等への緊急連絡〉  ＊局番なしの 110番（携帯電話も同じ） 

 

 

 

 

 

 

〈消防への緊急連絡〉  ＊局番なしの 119番（110番と重複可） 

 

 

 

 

 

〈市教育委員会への緊急連絡〉  ＊TEL 0836－34－8611（学校教育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〉 

 

 

 

 

◆ポイント 3◆  迅速・確実な連絡体制 

□ 教職員・関係機関等の連絡先一覧を職員室等に掲示 

□ 校内及び関係機関等への連絡系統をフローチャートで表示 

□ 特に、第一報は「巧遅より拙速」を優先 

□ 避難訓練等で連絡体制についても確認 

◆ポイント 4◆  連絡すべき事項の文例等 

① 落ち着いて 

  「黒石中学校です。今、不審な男が校内に侵入して暴れています。子どもがケガをしていま 

す。すぐに支援をお願いします。」 

② その後は、質問に答える形で 

  「通報者氏名」「学校住所：宇部市大字東須恵 20476－2」「電話番号：0836－44－1690」などを 

正確に知らせる 

① 必ず相手が「もしもし、火事ですか、救急ですか」と聞くので、はっきりと 

   「火事（救急）です。消防車（救急車）をお願いします。」 

② その後は、質問に答える形で 

  「通報者氏名」「学校住所：宇部市大字東須恵 20476－2」「傷病者の性別と年齢、意識や状態」 

「電話番号：0836－44－1690」などを正確に知らせる 

① 学校名：「宇部市立黒石中学校」「発生事案名（例：火災発生）」「通報者氏名」を第一に伝える 

② 以下の優先順位で、概要を報告する 

 WHAT   ：   「何が起きた」 

 WHO    ：   「関係者は」 

 WHEN   ：   「いつ」 

 WHERE  ：   「どこで」 

 WHY    ：   「なぜ」（発生直後は、原因等はわからないことが多い） 

 HOW    ：   「どのように、どうした、現状は、学校の対応は」 

◆ポイント 5◆  関係保護者への迅速な連絡 

□ 事案発生時の第一報入手直後に、５W1Hに留意しながら、関係保護者に連絡する 

   （学校関係者の目撃情報でない場合は、未確認情報であると断った上で連絡） 

□ 関係保護者には、電話連絡だけでなく直接会い、事案に応じて謝罪、最新情報を交換するなど、緊密 

に連携する 

〈加害生徒がいる場合〉 

□ 早期に家庭と連携し、適切な対応を支援する 

〈校内に、加害者・被害者の当事者がいる場合〉 

□ 双方の保護者と連携し、事案解決に向けて支援する 
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緊急連絡体制 

非常事態 

発見者 

担当者 

職員室教員 

 

養護教諭 

警察 110 

消防車 

救急車 
119 

医療機関 

〈本 部〉 

◆校  長 

◆教  頭 

◆事務職員 

◆教務主任 

生徒指導主任 

保 健 主 任 

教 育 相 談 

学 級 担 任 

学 年 主 任 
保 護 者 

（保証人） 

通報要請 

通報要請 

付添 

付添 

家庭訪問 

連絡・報告 

連絡 

報告 

連絡 

報告 連絡 

指示 指示 

連絡 

報告 

学校運営協議会長 

PTA会長 

市教育委員会 

校 長 会 

全教職員 

生徒・保護者 

警察・裁判所 

マスコミ 

【 速 報 】 

 ■「いつ、どこで、誰が、何を 

   なぜ、どのように、どうした 

   現状はどう、学校の対応は、 

   詳細は後刻」 

 ■指示を受ける 

【 続 報 】 

 ■事実経過及び学校の対処を報告 

する 

 ■指示を受ける 

 事実関係説明、役割分担指示 

 事故被害生徒・保護者対応 

 生徒集会、保護者説明会 

 必要に応じて協力要請、補償 

 広報体制の設置指示、窓口対応 

報告・対応 

説明・指示 

対応 

対応 
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◆「危機管理マニュアル」に従って、危機の状況に応じた具体的な対応方針を決定し、保護者等に迅速・的確 

に連絡する。 

 

 

レベル３ 自宅待機 □指示があるまで自宅待機 
□休校 

レベル２ 保護者同伴登校 □保護者同伴での登校を要請 

レベル１ 通常登校 □可能な範囲で教職員等による見守りや通学路の巡視等の実施 

 

 

レベル３ 学校待機 □学校待機 
□長時間の待機が想定される場合は、保護者の迎え（引き渡し）等を要請 
し下校 ※『引き渡し』については、P４６を参照 

レベル２ 保護者引き渡し □保護者の迎え（引き渡し）を要請 ※『引き渡し』については、P  を参照 

レベル１ 通常下校 □可能な範囲で教職員等による見守りや通学路の巡視等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 参 考 〉 

                 発生場所 

犯罪種 

黒石地区 

原地区 
近隣校区 宇部市内 近隣市町 

児童生徒を巻き込んだ強盗致傷事案 

児童生徒をねらったわいせつ等致傷事案 
レベル３ レベル３ レベル３～２ レベル２ 

特定の大人をねらった銃器等による殺傷事案 

日本刀不法所持による威嚇事案  等 
レベル３ レベル３～２ レベル２ レベル１ 

児童生徒へのつきまとい、暴力事案 

ナイフ所持の不審者情報  等 
レベル３～２ レベル２ レベル１ レベル１ 

※レベル３：事案が黒石・原地区や近隣校区で発生するなど校外での生徒の安全確保が困難と判断する場合 

 レベル２：事案が宇部市内で発生するなど的確な対応を図ることによって生徒の安全が確保されると判断す 

る場合 

 レベル１：直接的な危険が想定されないと判断される場合 

 緊急時における学校の登下校対応等の留意点 

緊急対応時の留意点 

登校前 

下校前 

翌日以降 

□ 事案解決までに、なお数日を要する場合は、市教育委員会の指導助言のもと、保護者の負担に配慮 
しながら、可能な範囲で計画を継続する 

その他 

□ 緊急時は、対策本部を設置して対応方針を決定し、速やかに全教職員の共通理解を図るとともに、必 
要に応じてすべての保護者に対して確実に連絡する 
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３ 緊急時の中・長期対応 

項  目 具  体  的  取  組 

指揮統括 

〔校長、教頭、事務職員〕 

□ 現状把握と分析 

□ 市教育委員会、関係機関との連携 

□ 各担当者に状況に応じた適切な指示 

危機対応 

 

校長、教頭 

事務職員 

教務主任 

生徒指導主任 

保健主任 

学年主任等 

●危機対応 

□ 情報を収集し、管理職に報告 

□ 保護者会、記者発表等の企画・運営〈教務主任、学年主任〉 

□ 遺族や被害者への対応〈校長〉 

□ 通知文・学校だより等の作成配布〈教頭〉 

□ 記録、報告書等の作成〈教務主任、保健主任〉 

●再発防止策の確立 

□ 事件・事故の発生要因把握、問題点等の整理〈生徒指導主任〉 

□ 安全性の評価と改善〈生徒指導主任〉 

□ 安全対策の確立〈生徒指導主任、保健主任〉 

  〔安全パトロール、施設設備等の改善、安全指導など安全管理、安全教育の見直し〕 

□ 保護者、関係機関、地域等との連携強化〈教頭〉 

□ 「危機管理マニュアル」「学校安全計画」等の見直し改善〈教頭〉 

●学校再開の準備 

□ 生徒の現状把握〈教務主任、学年主任、担任等〉 

□ 保護者、地域等の願いや考えなどの把握〈教頭〉 

□ 実態に応じた教育計画の作成〈教務主任〉 

□ 授業等に必要な場所等の確保、指導体制整備〈教務主任、学年主任〉 

ケア対応 

教育相談担当 

校内コーディネーター 

養護教諭 

学年主任 

担任 

□ 傷病者の状況経過把握〈養護教諭〉 

□ 学校医、医療機関等と連携〈教育相談担当〉 

□ 心のケアの継続〈教育相談担当、校内コーディネーター、学年主任等〉 

□ 災害給付等の事務〈養護教諭〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件・事故、災害が終息すると、直ちに対応状況を総括する会議を開催し、問題点を明確に整理し、 

再発防止に向け改善点を明らかにし、再発防止策を講じる。 

 同時に、危機管理マニュアルと学校安全計画を見直し、改善を図る。 
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初
動
対
応
（
即
時
対
応
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

隔離・通報する 

□教職員への緊急連絡 □暴力行為抑止と退去説得 
□１１０番通報       □別室等へ案内・隔離 
□市教委へ連絡・支援要請 

生徒の安全を守る 

□防御（暴力の抑止と被害拡大の防止）、移動阻止 
□全校への周知 □避難態勢（防火扉、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ等） 
□教職員の役割分担と連携 □警察による保護・逮捕 

応急手当などをする 

□速やかに１１９番通報 □救急車到着まで応急手当 
□被害者等の心のケア着手 

事後の対応に取り組む 

□情報の整理  □保護者等への説明（全校集会、臨時保護者会）  □心のケア 
□再発防止対策実施  □報告書の作成・提出  □災害共済給付請求 

初
期
対
応
（
２
４
時
間
以
内
） 

 

 個別事案への対応 

◆不審者侵入への対応◆ 

関係者以外の学校への立ち入り 

◆声かけ 間合いを取りながら「保護者の方ですか？」 

                   「何か御用ですか？」 

不審者かどうか？ チェック１ 受付に案内する 

☆正当な理由あり 

☆正当な理由なし 

退去を求める 

◆声かけ 「申し訳ありませんが、お帰りください」 
◆特徴を把握 

 
対応１ 再び侵入したか？ 

退去した 

退去しない 

侵入しない 

侵入した 

チェック２ 危害を加える恐れは？ 退去を求める 
恐れはない 

退去したか？ 

◆声かけ 「お話をうかがいますので 
こちらにお越しください」 

退去しない 

恐れがある 

退去した 
 

対応２ 

【職員室への通報】 

不審者です。３名対応をお願いします。 

 
対応３ 隔離できない 

【全校への放送】 ※○○は場所 

○○で水漏れが発生しました。生徒のみ

なさんは□番に直ちに移動してください 

負傷者がいるか？ チェック３ 

いる 
 

対応４ 

 
対応５ 

いない １番：教室待機 
２番：体育館 
３番：グラウンド鉄棒付近 
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初 

動 

対 

応 

３
０ 

分 

以 

内 

 

 

 

 

 

 

３ 第一報の情報共有・校長（責任者）の指示事項 

（１）第一報の情報共有 （必要に応じて緊急職員会議） 

（２）情報収集 → 情報管理者【教頭】への報告を徹底 

   ア 警察、消防からの情報収集（５W１H、搬送先、他の被害者の有無等）【教務主任】 

   イ 事故現場へ複数教員派遣（学校携帯所持、状況・目撃瀬戸の確認等） 

【生徒指導主任等】 

（３）連 絡  

   ア 被災生徒の保護者への連絡【教務主任、学年主任、担任等】 

   イ 市教委への第一報（電話・FAXで要点のみ、必要に応じて協力を要請）【校長】 

（４）報道窓口の一本化 【校長・教頭】 

（５）記録開始 【教務主任】 

 

 

４－１ 校   長 

（１）搬送先病院へ急行 

 ア 管理下の場合は謝罪 

 イ 保護者への付き添い 

 ウ 病院関係者等からの情報収集 

 エ 学校への連絡 

 

 

 

５ 危機対応葬式編成 

□緊急職員会議 
□市教委への協力要請 

□教職員の緊急招集 
□市教委への協力要請 

 

 

 

 

 

８ ケア態勢 

□目撃生徒、友人の把 
握とケア 

□目撃生徒、友人の 
 把握とケア要請 

 

 

 

４－２ 教 頭 等 

（１）教職員への指示事項 
 ア 情報集約（情報一元化） 
 イ 所管教委への第二報など連絡 
 ウ ハイリスク生徒把握を指示 
    （目撃情報・友人等） 

６
０ 

分 

以 

内 

初 

期 

対 

応 

２
４ 

時 

間 

以 

内 

 

◆交通重大事故への対応◆ 

１ 第一報の受理 

２ 教職員の緊急招集 

登校中の場合 下校時・放課後の場合 

 ６ 遺族対応 

 ７ 生徒への説明 

９ 平常授業へ   ９ 翌日へ 

（２）生徒死亡の場合 

 ア 遺体が自宅に戻るまで付き添う

（長期対応も視野に、途中で 

教頭と交代も可） 

 イ 遺族の兄弟姉妹がある場合に 

は、教職員へ配慮を指示 

 ウ 献花の指示 

 

   ※イ、ウは教頭も指示 

学校 → 市教委 

CRT等による緊急支援 
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初 

動 

対 

応 

即 

時 

対 

応 

 

 

 

 

 

避難誘導 

安全確保 

【全教職員】 

□生徒・教職員の避難誘導 

  安全確保 

□安全確認（点呼等） 

□生徒の不安軽減等に配慮 

 

救 出 

救 護 

保健体育主任 

養護教諭 

教務主任 

学年主任 

授業者 

□救出活動 

□救急処置（心肺蘇生法、AED等） 

□警察・県教育委員会への支援要請 

□緊急車両誘導 

□医療機関への連絡・搬送 

消火補助 
生徒指導主任 

男性教職員 

□危険箇所への立入禁止措置 

□緊急車両の誘導 

□消火活動への協力 

搬 出 
事務部 

教務部 

総務部 

□搬出活動（重要書類） 

□搬出品管理 

 

危機管理 

チーム 

〈設置場所〉 

校長室 

校長（リーダー） 

教頭 

教務主任 

事務職員 

生徒指導主任 

保健主任 

教育相談担当 

校内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

学年主任 

養護教諭 

□全体指揮、情報集約・一元化 

□警察・消防との連携 

□教職員間の情報共有 

□市教育委員会への報告 

□保護者対応 

  ・PTA役員への連絡、協力要請 

  ・緊急連絡、通知文、保護者会、謝罪等 

□報道対応 

  ・取材対応 

□再発防止対策検討 

心のケア 

チーム 

〈設置場所〉 

相談室 

教育相談担当 

校内ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

学年主任 

担任 

養護教諭 

□状況により CRT派遣を県教委に要請 

□ハイリスクな生徒の把握 

□ハイリスクな生徒の保護者への連絡 

□ケア計画の策定 

□専門家により生徒・保護者へのカウンセリングやサポート 
 

通報 

初期消火 

発見者 

近隣者 

□ 緊急連絡（火災報知器等） 

□ 初期消火、防火扉・シャッターの閉鎖等 

□ 消防への通報（１１９番） 

初 

期 

対 

応 

２
４ 

時 

間 

以 

内 

 

 

◆火災発生時の対応◆ 

火  災  発  生 

統 括 

【校長・教頭】 

□全体指揮 

（必ず現場確認） 

□情報の一元化 

□記録開始 
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初 

動 

対 

応 

即 

時 

対 

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初 

期 

対 

応 

２
４ 

時 

間 

以 

内 

 

 

◆地震発生時の対応◆ 

緊急地震速報発令 または 地震発生 

授業担当者 授業担当者以外 職員室・事務室 

〈大声で以下を指示〉 〈安全確保・状況確認〉 〈放送で以下を指示〉 

・机の下に潜り頭部を保護 

・揺れがおさまるまで待機 

・声かけにより不安を軽減 

・机の下に潜り頭部を保護 

・揺れがおさまるまで待機 

緊急地震速報発令！ 

（あるいは地震発生！） 

机の下に潜れ 

・負傷者等確認 

・負傷者救出 

・出入り口確保 

・消火（火器使用の場合） 

火災の確認 

（火災時は事務室へ連絡） 

火災発生時は出火場所 

 を確認し、消防署へ連絡 

情報収集 

（ TV・ラジオ・PC等 ） 
・一時避難場所の決定 

・避難指示内容の決定 

（放送を確認後） 

・避難経路の指示 

・救出 

・出入り口確保 

・避難行動開始！ 

（校内放送）揺れがおさまって 

「生徒は指示に従って速やかに○○に避難してください」 

「○○で火災発生。○○を避けて、□□に避難してください。」 

◆停電時を想定し、ハンドマイクも準備 

◆二次被害）（土砂災害、津波等）に留意し避難指示 

避難行動（揺れがおさまって、落ち着いて行動） 

〈一時避難 （運動場） 〉 

・人員点呼 

・安全確認 

・応急手当 

グラウンドが危険な場合 
二時避難 

〈本部設置〉 

・人員確認 

・負傷者がいれば救急車要請 

・現状把握（各係に指示） 

係 別 行 動 

不明者救出・救護 

（ 本部に連絡 ） 

消 火 活 動 

搬 出 活 動 

生徒の下校対応 

（ 保護者への引き渡し ） 

◆事 後 対 応（保護者対応、市教委への報告、学校再開準備） 

＊報告事項：施設等破壊状況、生徒のケガ、臨時休校等の状況など 

◆避 難 所 の 開 設 （市防災危機管理課から依頼がある場合） 
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在 

宅 

時 

前 

日 

周 

知 

・ W
 

e
 

b 

活 

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報等 授業 対応 

○台風接近 

 

○暴風警報 

 

○竜巻注意情報 

中止 
①休校の連絡は、前日に行う 

  ※天候が急変した場合など、朝 5:30 の段階で暴風警 

報等の発令の際は、休校とし、緊急連絡する 

実施 

①すぐに暴風警報等が解除され、午前・午後に、授業が開

始できる状況であれば、自宅待機とする 

②教職員が安全確認の後、授業実施を連絡する 

③教職員、必要に応じちいきの協力を得て、登校時の安全

を確保する 

○大雨・洪水警報 

○強風注意報 

○大雨・洪水注意報 

実施 

①各家庭が安全に登校できることを確認し、登校する 

②通学路の状況等により、安全な登校が心配な場合、担任 

に連絡し、自宅待機後、状況を見て登校する 

 □台風の際は、前日に、休校・自宅待機等の方針を生徒に周知する 

 □自宅待機後に登校する可能性がある場合は、緊急連絡の時間・方法等についてあらかじ 

  め周知しておく 

在 

校 

時 

即 

時 

対 

応 
 

 

 

 

警報等 授業 対  応 

○台風接近 

○暴風警報 

○竜巻注意情報 
中止 

①担当者は、気象情報や交通状況を定期的に確認する 

②教職員が安全を確認し下校させる 

③安全な下校が困難と判断される場合は、学校で待機させ、 

その際、保護者との連絡を確実に行う 

④必要に応じ、担任等が帰宅確認をする 

○大雨・洪水警報 

○強風注意報 

○大雨・洪水注意報 

平常 

①原則は、平常授業とする 

②これまでの降雨量や今後の気象予報、地域の実情に応じ 

て、注意報段階での下校も検討する 

 □竜巻注意報が発令された場合、速やかに生徒に知らせる 

   ＊空が急に、真っ暗になる、大粒の雨が降り出す、雷が発生するなど積乱雲が近づいた 

場合、頑丈な建物の中に入り、ガラス窓から離れ、安全を確保する 

 

◆台風等暴風発生時の対応◆ 

１ 最新気象情報の確認 

（山口県土木防災情報システム Webページ） 

２ 管理職等の緊急協議 

※台風の場合は、市教委より情報提供及び指示 

３ 校長（責任者）の指示及び対応の情報共有 

基本的な対応 

３ 校長（責任者）の指示考及び対応の情報共有 

基本的な対応 
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在 

宅 

時 

前 

日 

周 

知 

・ W
 

e
 

b
 

活 

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報等 授業 対応 

○土砂災害警戒情報 

 

○記録的短時間大雨 

情報 

中止 

○朝 5:00 の段階で土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨 

情報が発令され、生徒の登校に危険が想定される場合 

は、休校または自宅待機とし、緊急連絡する 

＊前日に想定できる場合は、前日に連絡する 

実施 
①午前・午後に授業が開始できる状況であれば自宅待機 

②教職員が安全確認後、授業実施を連絡する 

 □生徒への連絡方法、登下校の安全確保、保護者の迎え等については、台風等暴風対応マ 

ニュアルに準ずる 

 

在 
校 

時 

即 

時 

対 

応 

 

 

 □気象情報に基づき、対応を決定する。なお、保護者の迎えや担任等による帰宅確認につ 

いては、台風等暴風対応マニュアルに準ずる 

警報等 授業 対応 

○土砂災害警戒情報 

 

○記録的短時間大雨 

情報 

実施 

（屋内） 

①災害発生の危険が高まっている際は、担当者は、気象情 

報を定期的に確認する 

②土砂災害警戒情報や記録的短時間大雨情報が発令さ 

れ、生徒の下校に危険が想定される場合は、必ず学校待 

機とし、安全な会に避難する 

③ただし、市防災部局から避難指示等があった際は、避難 

所指定を受けている体育館に非難する 

④天気回復後、教職員が通学路等の安全を確認し下校させ 

 る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風水害・土砂災害発生時の対応◆ 

１ 災害発生危険度が高い場合、最新気象情報を定期的に確認 

（山口県土木防災情報システム Webページを活用） 

２ 管理職等の緊急協議 

３ 校長（責任者）の指示事項及び対応の情報共有 

基本的な対応 

３ 校長（責任者）の指示事項及び対応の情報共有 

〈土砂災害警戒情報〉 
 □本情報は、土砂災害の危険性が高まった場合に発令される 
 □山口県土木防災情報システムに、地域の危険度を 4段階で示した「土砂災害降雨危険度」が 

掲載され、「危険度レベル 3」を目安に、各学校の実情に応じ、休校・自宅待機・学校待機 
を行う。 

〈その他〉 
 □1時間に 20 ミリ以上の強い雨が降ると、小さな川や側溝があふれ小規模のがけ崩れが始ま 

る可能性があり、十分な注意が必要である。 

留意点 
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落 
 

雷 
 

発 
 

生 
 

時 
 

の 
 

注 
 

意 
 

点 

 

 

予想される状況 教職員の対応 生徒の対応 

○雷注意報の発令 

○真っ黒い雲が近づ 

き、周囲が急に暗く 

なる 

○雷鳴が聞こえたり、 

雷光が見えたりする 

○ヒヤッとした冷たい風 

 が吹き出す 

○大粒の雨や雹が降り 

出す 

○近くに雷が落ちる 

・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりした 

場合は速やかに屋内に避難させる 

＊雷鳴が遠くても雷雲はすぐ近づいて 

 くる 

 *雨が降っていなくても落雷はある 

・グラウンドやプールでの活動、近くに高 

いものがない場所での活動の場合は特 

に注意し、屋内に避難させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教職員の指示に従い、速 

やかに屋内に避難する 

【登下校時】 

・雷の活動は短時間でおさ 
まることが多いので、無理 
に帰宅せず、屋内に避難 
する 
・自転車に乗っていたら、す 
ぐに降りて安全な場所に避 
難する 

 

予想される状況 教職員の対応 生徒の対応 

○雷の活動が止む ・雷鳴が止んでから 20分程度は落雷の 

危険があることから安全な場所での待 

機を指示する 

・一つの雷雲が去っても、次の雷雲が近 

づく場合もあるので、新しい雷雲の接近 

に常に注意する 

・その後は、気象情報等で安全を確認の 

上、活動を再開するかどうかを判断する 

・教職員の指示に従い、安 

全な場所で落ち着いて待 

機する 

【登下校時】 

・雷鳴が止んでから 20分程 
度は落雷の危険があること 
から、安全な場所で待機す 
る 
・一つの雷雲が去っても、次 
 の雷雲が近づくことを想定 
し、新しい雷雲の接近に 
常に注意する 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆落雷発生時の対応◆ 

【避難場所等に関する留意点】 
・建物の中、自動車、バス、列車の中等への素早い避難が求め 
られる 

・軒先や外壁は雷の通り道になること等に注意する 
・雷は高い場所に落ちやすく、立木に落ちると被害を受けるの 
で、立木から離れたところに避難する 

・近くに避難する場所がない場合は、しゃがみ込む等できるだ 
け姿勢を低くする 

【安全な空間に避難できない場合の対応】 
 
 近くに安全な空間がない場合は、電柱、煙突、鉄塔、建築物なの高い物体のてっぺんを
45 度以上の角度で見上げる範囲で、その物体から 4ｍ以上離れたところ(保護範囲)に避
難する 
 高い木の近くは危険なので、最低でも木の全ての幹、枝、葉から 2ｍ以上は離れ、姿勢
を低くして、持ち物は体より高く突き出さないようにする 
 雷の活動が止み、20分以上経過してから安全な空間へ移動する 
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感染症・食中毒(疑い)事故発生時の措置 

インフルエンザ等感染症への対応校内体制組織図 

情  報 
・生徒の様子 
・保護者からの連絡事項 

病 
 

院 

日 

直 

員 

学
級
担
任 

他
教
職
員 

学
年
主
任 

報告１ 報告２ 

報告２ 

※他教職員からの 
報告内容も含む 

養 護 教 諭 

報告１ 報告１ 

※他教職員に 
より報告１ 
が行われた 
場合を除く 

連絡・指示 

校 
 

長 

教 
 

頭 

保
健
主
任 

情報の共有 

対応の協議 

※必要に応じて、他の関係教職員を招集し、 
 危機対応組織を編成 

※
養
護
教
諭
業
務
の
サ
ポ
ー
ト 

当
該
生
徒 

当
該
保
護
者 

観察・聴取 
指示・指導 

連絡・聴取 
指示・指導 

※学級担任等 
に依頼する 
場合がある 

□校内での飲食状況の整理 

学校医 国・県・市 

報告 指導 
助言 

聴取 
調査 

指導 
助言 

報告 

☆まず、情報を速やかに 

養護教諭へ！ 
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生
徒
の
異
常
の
早
期
発
見 

 

措置事項 内             容 

早期発見体制の確立 
□担任、養護教諭、給食担当者は、平素から健康状況(欠席者数・原因 
等)を十分把握し、欠席者数の異常増加に注意 

□外部からの情報収集 

欠席・早退等の状況把握 □腹痛、下痢、嘔吐、発熱を伴っているか確認 

登校生徒の現状把握 
□腹痛、下痢などの症状があるか確認 
 ＊比較的軽傷であるため見逃しやすいことに注意 
□異常が発見された場合は、速やかに教頭または校長に報告 

 

食 

中 

毒 
( 

疑 

い 
) 

発 
生 

時 

 

 

 

 

 

事故処理ﾁｰﾑ 担当者 措置事項 内容 

記録班 

(保健主任) 

教務主任 

(養護教諭) 

状況報告 

(学年・学級→記録班

→校長・教頭) 

□学級、学年ごとの患者数の正確な把握 

(症状別の欠席者数、出席者数) 

□患者の経過状況の把握 

□年月日ごとに資料を作成し、各班へ配付 

保健主任 記録作成 □顛末の記録(時系列、対応別等) 

渉外班 

(教 頭) 

教 頭 学校教育課への報告  □第一報(患者数、症状等) 

養護教諭 

校医へ報告 
□患者数、症状等の報告 

 ＊対応等について、指示を受けること 
薬剤師へ報告 

保健所へ報告 

教務主任 保護者への状況説明  □経緯、対応状況の説明 ＊動揺がないよう配慮 

教 頭 報道関係者への対応  □市教委と連絡を取り合い、指示を受けて対応 

校内調整班 

(教 頭) 

校 長 

教 頭 

事務職員 

教務主任 

出席停止 □学校医等の意見を聞いて実施 

□理由及び期間の明確化 

臨時休業 □学校医の意見→市教委に連絡・相談(校長) 

□休業中の生活指導、学習指導、保健指導等 

 の適切な実施 

□授業の展開(生徒の罹患状況、病状の把握) 

給食停止 □校医、薬剤師、保健所の指示、県教委の指導 

学校行事の変更・中止 □状況に応じた適切な措置 

臨時健康診断 □学校医、保健所の指導により実施 

原因究明班 

(給食担当) 

給食担当 
保存食の確認 

□原材料及び調理済み食品を－20℃以下で 2 

週間以上保存 

調理作業工程の整理  □調理の順序及び方法、時間経過等 

給食担当 

献立表、調理方法 □報告資料として作成 

給食物資等一覧表作成 □検収簿、購入先(所在地、電話番号)、購入後の保管状況  

給食職員等の健康管理票 □衛生管理(健康)チェックリスト、検便の実施状況 

給食担当 

学年主任 

給食の喫食調査 □県教委、保健所等と調整の上実施 

調理実習計画書

の取りまとめ 
□校内での飲食状況の整理 

 

 

 

◆食中毒(疑い)事故発生時の対応◆ 

食中毒(疑い)の発生 

校長の指示により事故処理チームの編成(緊急体制) 
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アレルギー緊急時対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急性が高い症状があるか？5分以内に判断する！ 

 消化器の症状  呼吸器の症状  全身の症状 

□持続する強いお腹の痛み 
（我慢できない） 

□繰り返し吐き続ける 

□のどや胸が締め付けられる 
□声がかすれる 
□犬が吠えるような咳 
□息がしにくい 
□持続する強い咳きこみ 
□ゼーゼーする呼吸 

□ぐったり 
□意識もうろう 
□尿や便を漏らす 
□脈が触れにくいまたは不規 
則 

□唇や爪が青白い 
□ゼーゼーする呼吸 

生徒に異変？ 
 

食物の関与にこだわらない 

★発見者 
□生徒から目を離さない 
□養護教諭または他の教職員を呼ぶ 
□管理職に伝えるよう指示する 
□マニュアル・個別対応シートを準備 
□初回の緊急性の判断 

管理職が指示を出す！ 

 
準 備 

 
連 絡 

 
記 録 

 
その他

□緊急時の対応の準備 
□エピペンの準備 
□AED の準備 

□救急車の要請 
□保護者への連絡 
 

□観察を開始した時間 
□エピペンを使用した時間 
□6 分ごとの症状 
□内服薬を飲んだ時間 

□他の生徒への対応 
□救急車の誘導 
 

□5 分ごとに症状を観察 

□記録表記入 

□症状チェックシートに従い行動 

【緊急性の高い症状はないか？】 

□動くことが可能であれば、痛みなど異変が起き 

ている部分を洗浄(うがい・手洗い・洗顔など) 

□その場で内服薬があれば服用 

□可能なら保健室へ移動 

 ※必ず同伴・できれば車椅子や担架での移動も 

考慮、エピペンや緊急薬も持参 

□管理職に連絡 

□保護者に連絡 

心肺蘇生(胸骨圧迫30回・人工呼吸2回)・AED 

□助けを呼び、人を集める 
（大声で、または他の生徒に呼びに 
行かせる） 

□その場でただちにエピペン使用 
□迷うときはエピペン使用 
□救急車要請【119 番通報】を指示 
□ショック体位・嘔吐があれば横向き 
□その場で安静、動かさない、離れな 
い 

反応がない・普段どおりの呼吸をしていない 

どれか一つでもあり 

「なし」「 どれか１つでも「あり」 
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宇部市教育委員会 

山口県教委学校安全・体育課 

TEL 0836-34-8611 

TEL 083-933-4685 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校医（岩立光生） 

TEL 0836-45-0005 

宇部保健所 

TEL 0836-31-3200 

FAX 0836-34-4121 

〈食中毒〉 

環 境 生 活 部 

生 活 衛 生 課 

TEL 083-933-2974 

FAX 083-933-3079 

〈感染症〉 

   健 康 福 祉 部 

   健 康 増 進 課 

TEL 083-933-2947 

FAX 083-933-2969 

感染症・食中毒(疑い)事故発生時の措置 

◆ 学  校 ◆ 

TEL ０８３６－４４－１６９０  FAX ０８３６－４４－１６９４ 

【状況把握】 

１ 発生日時・場所 

２ 欠席状況(人数) 

３ 症状の内容 

４ 出席者の状況 

【直ちに状況報告】 

１ 生徒の状況 

 

２ 学校の措置内容 

 

(報 告 先) 

○学校医・学校薬剤師 

○保健所 

 (健康福祉センター) 

○市教育委員会 

第一報告 聴取・調査・指示 報告 指導助言 

連携 

報
告 

聴
取
・
調
査
・
指
示 

患者診断医 

報告義務 

〈連絡担当者〉 

  ○学 校 教 育 課 ： 教頭(校長) 

  ○学校医・学校薬剤師 ： 養護教諭(保健主任) 

  ○宇 部 市 保 健 所  ： 養護教諭(保健主任) 

   ※担当者不在の場合は、(   )内の者が連絡する 

休日の措置 
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第
一
次
捜
索
（
校
内
捜
索
） 

 

担任(発見者) 

同学年の教員等 

□担任(発見者)は、当該学年の教員に協力を求め、管理職(または、

生徒指導主任)への連絡及び残った生徒の管理を手分けして行う 

〈報告事項〉 

・「誰が」「いつから」「どこで」不明になったかの状況 

・「不明者の服装」「持ち物」「履物」等の不明者に関する情報 

〈対策本部Ⅰ〉 

校 長 

教 頭 

事務職員 

教務主任 

生徒指導主任 

学年主任 

職員室在室教員 

□管理職は状況等を把握し、職員室に対策本部を設置し、校内捜索 

体制編成後、校内の捜索を行う 

□第一次捜索(校内捜索)は 15分を限度とし、以降は、第二次捜索に 

切り替える 

〈校内捜索時の留意事項〉 

 ・捜索に当たっては、「誰が」「どこを」捜索するのかを確認する 

 ・捜索者は、発見した時点で速やかに対策本部に連絡する 

 

第 

二 
次 
捜 

索 

 

〈対策本部Ⅱ〉 

校長 

教頭 

事務職員 

教務主任 

生徒指導主任 

学年主任 

職員室在室職員 

□校内捜索を行っていた教員も一旦対策本部に帰り、校外捜索チー

ム を編成し、校外捜索を開始する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□担任は、保護者に連絡を取り、警察等の外部機関に協力を得て対 

応すると、状況について報告するとともに、家に待機して連絡を待つ 

ように伝える(担任の連絡時、当該学級は同学年で対応) 

□校長(教頭)は、状況に応じて宇部警察署及び市教委(教育支援課) 

等に連絡し、協力を要請する 

 

 

 

 

 

 

 

 

□管理職は警察到着後、警察の指示を受ける 

□本部(事務職員)は、校外捜索チームに連絡を取り、警察が捜索に入 

った旨及び学校に戻る旨(警察の指示によっては捜索続行の旨)を 

伝える 

※行方不明の生徒が発見された場合は、捜索に当たった全教員に連 

絡するとともに、保護者、警察署、外部機関に報告する 

 
 

 

 

◆生徒の所在が不明になった時の対応◆ 

 該当生徒の通学路を中心に捜索する 

 状況(捜索可能人員等)に応じてA～D に分かれて捜索する 

 A：中野開作～黒石北方面 

 B：東割～妻崎開作方面 

 C：黒石神社～光陽台・岡田屋方面 

 D：流川～長沢方面 

〈校外捜索ルート〉 

 ◆宇部警察署・・・・・・・・・・・・22－0110 

   状況に応じて、以下にも協力要請を行う 

 ◆流川交番・・・・・・・・・・・・・(宇部警察署経由) 

 ◆黒石ふれあいセンター・・・・・・・44－0881 

 ◆原ふれあいセンター・・・・・・・・43－1050 

〈協力依頼先〉 
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◆弾道ミサイル Jアラート受信時の対応◆ 
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熱中症対策マニュアル 

 

１．全教職員・全生徒が知っておくこと 

 ※【  】内が対象 

① 環境条件を把握する（２．暑さ指数（WBGT）の確認方法を参照）               【教職員】 

  活動前、活動中は必ず WBGT値を確認し、活動メニュー等の活動内容を検討する。 

 

② 状況に応じた水分・塩分補給と休憩を行う                            【教職員・生徒】 

 暑い時期は、水分・塩分をこまめに補給し、休憩は１５～３０分に１回は取る。 

 スポーツドリンクや経口補水液を積極的に活用する。 

 

③ 暑さに徐々に慣れる                                         【教職員・生徒】 

 熱中症は、急に暑くなる６月から８月に多く発生している。校舎内のエアコンにより気温を下げる。教職員、生

徒ともに適宜水分補給できるようにする。急に暑くなったときは、活動量を軽減する。 

 

④ 個人の条件や、体調を考慮する（４．健康状態の確認を参照）               【教職員・生徒】 

 活動前には、教職員、生徒ともに健康状態を必ず確認する。 

 体力のない人や暑さに慣れていない人は特に注意し、活動を軽減する。 

 体調が悪い時は熱中症を起こしやすいため、無理はしない。教職員が体調不良の場合は、事前に同学年等

に知らせておく。 

 

⑤ 服装に気をつける                                          【教職員・生徒】 

 服装は軽装とし、吸湿性や通気性の良い素材にする。直射日光は帽子で防ぐようにする。活動時に使用する

保護具等は、休憩時にはゆるめる、はずす等して、体の熱を逃がすようにする。 

 

⑥ 無理な活動はしない                                        【教職員・生徒】 

 環境条件、体調に応じた活動量(強度と時間)にする。 

 

⑦ 具合が悪くなった場合には、早めの処置を行う（８．応急手当フローを参照）      【教職員・生徒】 

 暑いときには熱中症が起こりうることを認識し、具合が悪くなった場合は、早めに運動を中止し、適切な処置

を行う。教職員が不調の場合は同学年等に知らせ、対処する。 

 

 

 ※ 日常の学校生活についても状況に応じて対策を行う。水分補給については、休み時間の補給が望ましい 

が、体調不良時、運動直後、のどの渇きを感じたときは、適宜補給する。 
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救 

急 

救 

命 

の 

手 

順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 

次 

救 

命 

処 

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 救急救命体制 

・出血   ・意識   ・呼吸   ・脈拍   ・傷 
・骨折   ・その他の症状 

傷病者の症状の把握 

発生した事故災害の状況把握 

心肺蘇生法などの応急手当(現場で直ちに) 

AED の手配など、協力要請や指示 

必要と判断したら、速やかに１１９番通報(救急車要請) 

管理職、養護教諭、保護者へ連絡し、協力を得る 

救急車に教職員が同行 ＊携帯及び充電器所持 

担当者を決めて詳細な記録 

 

 
・意識喪失を伴うもの      ・ショック症状(蒼白、脱力感、脈異常、冷汗、あくび等) 
・痙攣が持続するもの      ・多量の出血を伴うもの 
・骨の変化が見られるもの    ・大きな開放創(開いた傷)をもつもの 
・広範囲の火傷 など 

 救急車の要請基準 

 
反応なし 

 
呼吸なし 

呼吸をみる 

CPR（心肺蘇生法） 
 ◆ただちに胸骨圧迫を開始する 
   ＊強く（成人は少なくとも 5cm） 
   ＊速く（少なくとも 100 回／分）、絶え間なく（中断を最小限にする） 
 ◆人工呼吸ができる場合は、30：2 で胸骨圧迫に人工呼吸を加える 
   ＊人工呼吸ができないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを行う 

大声で叫び応援を呼ぶ 

119 番通報・AED 依頼 

 
気道確保 
応援・救急隊を待つ 
回復体位を考慮する 

普段どおりの 

呼吸あり 

心電図（EGG）解析 
 

ショック 1 回 
ショック後直ちに胸骨圧迫から CPR を再開 

直ちに胸骨圧迫から CPR を再開 

必要あり 必要なし 

“強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を！” 
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診療科目 病院目及び医師等 電話番号 診療日・休診日等 

内   科 
くろいし内科クリニック 

岩立 光生 

０８３６ 

４５－０００５ 

水曜日・土曜日午後休診 

日曜日・祝日休診 

眼   科 
山口大学医学部眼科 

内 翔平 

０８３６ 

２２－２５１８ 

月～金曜日午後休診 

土・日曜日・祝日休診 

耳鼻咽喉科 
クリニカ厚南 

井上 英輝 

０８３６ 

４１－１１１２ 

木曜日・土曜日午後休診 

日曜日・祝日休診 

歯   科 
おぎの歯科 

荻野 健一 

０８３６ 

４１－８３０７ 

火曜日・金曜日午後休診 

日曜日・祝日休診 

歯   科 
第一歯科診療所 

野村 勇太 

０８３６ 

３１－６４２７ 
日曜日・祝日休診 

 

 

 

 救急連絡体制 

救急車の要請 

◆宇部消防署 21－6111（または 119） 
◆宇部警察署 22－0110（または 110） 

・心停止、呼吸停止の状態 
・意識障害がある状態 
・ショック症状（蒼白、脱力感、脈異常、 

冷汗、あくび等） 
・痙攣が持続する状態 
・多量の出血や骨の変形を伴う状態 
・大きな開放創がある状態 
・広範囲に火傷を受けた状態  等 

救急車要請基準 

①目的地  宇部市大字東須恵  
      黒石中学校 玄関に 
②だれが  「氏名 ○○ ○○」 
      「男子 ○○歳（○年生）」 
③どこで  体育館で 
④どこを  頭を強く打って 
⑤どうした 意識がない 
⑥通報者名 ○○ ○○（自分の名前） 

救急車への連絡事項 

養護教諭不在時の対応 

事故発覚 

発見者又は担当者 

保健主任 

医療機関 

校 長 

教 頭 

担 任 

保護者 

＊保険証など持参 

※後刻、養護教諭に連絡 

〈タクシー連絡先〉 
◆山電タクシー 44－1144 

学校医等 
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日
時
・場
所
の
決
定 

□市教育委員会へ連絡・相談し、決定 
□開催時間・場所 
・時間：生徒への影響、学校運営の混乱回避を考慮した時間帯 
※可能であれば、報道の締切時刻に配慮 
〈午前の場合〉 ９：３０までに開催 → 昼のニュース・夕刊で報道可能 
〈午後の場合〉１５：３０までに開催 → 夜のニュース・朝刊で報道可能 
・場所：生徒が校内にいる時間帯は校外で開催 

報
道
機
関
へ
の
連
絡 

□管内の幹事社へ電話・FAX 等で連絡 
 ・特定の報道機関だけに連絡しないこと 
 （管内の幹事社） 
  ・新聞社と放送局を分けてある場合が多い。不明の場合は、いずれかの報道機関に問い合わせ 
   て確認する 

事 

前 

準 

備 

□校長説明資料・配布資料・想定問答 
□役割分担 
 ・受 付（社名・記者名・連絡先の記入） → 事務室 
 ・司 会（説明会全体の進行） → 教頭 
 ・説 明（自己紹介、事件・事故への謝罪や所感、決意表明、事件・事故等の概要、今後の対応）→ 校長 
 ・記録・録音（説明内容、社名・記者名、電話番号、質問内容等） → 教務主任 
 ・助 手（メモ渡し、データ等の確認手配） → 教務主任 
□市教育委員会の関係者への同席依頼 
 ・記者会見の際の説明、回答等、事前に役割分担 

記 
 

者 
 

会 
 

見 

□進行次第 
 １ 概要説明等 
  ①はじめに（自己紹介、校長の事件・事故への謝罪や所感、決意表明等） 
  ②事件・事故等の概要（警察発表が基本、個人が特定されないよう少年法の観点に基づき簡潔に説明） 
  ③これまでの学校の対応（主に発生後の学校等の取組を簡潔に説明） 
  ④今後の予定（緊急保護者会、学校再開、生徒のケア、次回会見予定等） 
 2 質疑応答 
 
□説明の際の留意点 
 ・事案に応じて、謝罪と事後の対応に全力で取り組むことを表明する 
 ・謙虚な姿勢でわかりやすく説明する 
 ・当該生徒やその保護者の責任を問うことはしない 
 ・今後の学校の方針と具体的な対応策を明確に示す 
 
□質疑応答の際の留意点 
 ・質疑応答の際は、聞かれたことのみを的確に答え、予想しなかった質問や、学校として確認さ 

れていない情報に基づく質問には身長に対応し、場合によって、「確認した後でコメントさせて 
ほしい」と即答を避ける 

 ・背景や原因にかかわることは慎重に発言する 
 ・意見や感想を求められた時は、その言葉が記事になることを踏まえ、慎重に回答する 
 ・学校の指導や対応等に不十分な点があった場合には、素直に認める 
 ・失言や事実と異なる話をした場合は、その場で素直に謝罪・訂正する 
 
□記者会見終了後の対応の留意点 
 ・報道機関によって話す内容を変えない 

〈報道機関への対応のポイント〉 

ポイント 1  報道機関の背後には、多くの県民・国民の目や耳があることを認識し、感情的に反発したり取材 

        を拒否したりすることなく、学校が主体的に誠意をもって迅速に取材対応する 

ポイント 2  個人のプライバシーや人権に配慮するとともに、公務員の消費義務にも留意しながら、正確な情 

報を積極的に公開する 

ポイント 3  電話・来校による取材・問い合わせ等の対応窓口を一本化する 

 報道機関への対応～記者会見の開催～ 
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 事後評価と学校再開の準備 

 ポイント 1 

安全確認を徹底する 
 □今以上の被害拡大（精神面を含む）がないと判断される場合、市教育委員会、病院、関係機 

関等と安全確認を行う 

 □安全確認後、早期に通常の学校教育活動に戻れるように準備する 

 □危機管理チームの活動はその後も継続し、各班の業務等は適宜見直す 

 ポイント２ 

事後評価に取り組む 
 □危機管理チームは、時系列でまとめた記録等から、事件・事故等の発生要因の把握、問題点 

の整理、学校・地域等の安全性の評価、安全対策の確立など、事後評価と対応に取り組む 

 □事案に応じて、学校保健安全委員会や学校運営協議会等を開催し、多様な観点から評価に取 

組み、改善点を明らかにし、再発防止策を検討する 

 □改善点や再発防止策に基づいて、学校安全計画や危機管理マニュアルを見直す 

 ポイント３ 

学校再開への準備に取り組む 
 □市教育委員会、病院、関係機関等と連携し、安全を確保し、授業の再開に向けて諸条件を整 

備する 

 □教育再開に向けて以下の準備を行う 

  ・校内や通学路角安全確保 

  ・衛生管理、安全点検 

  ・教室など、学習場所の確保 

  ・教材、教具など、学習用具の確保 

  ・指導体制の整備 

  ・学習指導計画の作成 

 □各家庭の被害状況に応じて、生徒に必要な支援を行う 

留意点 

□緊急事案発生時には、市教委、病院、関係機関等とも継続的に連携し、中・長期的な事後 

対応を行う 

□特に、生徒本人と保護者の立場に立って、継続的な支援に取り組む 

□再発防止策を明確にし、実行する 
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■生徒と保護者の心のケア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポイント 1 

緊急時に対応できるよう、日頃から教育相談体制を確立しておく 
 □事案発生時に生徒の支援を的確に行うために、日常の健康観察、健康相談活動を教育活動に 

位置づけ、計画的に実施する 

 □日頃から校内コーディネーターや養護教諭を中心に、学校医、専門機関等と連携し、ケア体 

制を確立する 

 □生徒に生理的反応、情緒的・行動的反応が見られる場合は、早期に専門家や専門機関と連携 

して支援する 

 □重大事案発生時は、保護者や教職員に対する適切な支援が必要になるため、学校医、専門機 

関等と連携し、相談活動に取り組む 

 □重大事案発生時は、状況に応じ、市教育委員会を通じ、CRT の支援を要請する 

 ポイント２ 

緊急時は、ケア会議を開催して支援する 
 □構成メンバー：校長、教頭、教務主任、校内コーディネーター、担任、養護教諭 

          臨床心理士等の専門家、病院等の関係機関担当等 

 □主な内容：被害評価と応急対応（学級への指導、個別相談等）の計画 

        保護者と担任、校内コーディネーター等との連携促進 

        臨床心理士等の専門家や病院等の関係機関との相談、連携 

被害評価は、以下の項目により、生徒の一覧表を作成し確認する 

○けがや入院はないか 

○事案発生現場をみていたか（第一発見者、近くで目撃等） 

○被害者、加害者との関係性はないか（親友、友人、同じ部活動等） 

○事件前から、悩み等を抱えていなかったか 

○事件後の様子や言動など、教職員や保護者等の印象で変わったところはないか 

 ポイント３ 

 ポイント４ 

共感的理解に基づき対応する 
 □日常の観察、保健室の来室状況、保護者からの情報、質問紙による調査等により、心の健康 

状態を把握する 

 □生徒に対して、常に温かい気持ちで接し、話をじっくり聞く、優しい言葉をかける、学級で 

語り合ったりするなど、悲しみや悩み等を共有する 

 □状況に応じて、専門家や専門機関の支援を受けてカウンセリング等に取り組む 
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Ⅲ その他 

 

 

１ 目的及び実施の理由 

 ① 生徒の安全が確保できない恐れがある非常災害が発生した場合、臨時下校に伴い生 

徒の迎えを保護者に要請し、生徒を安全に保護者に引き渡すため。 

 ② 大規模な地震の後、東日本大震災や能登半島沖地震のような余震が続いた場合、生 

徒の登下校が心配されるため。 

 

２ 引き渡しの目安 

〔地震〕 

 ○ 宇部市において、震度５弱以上の地震が発生した場合 

   ただし、震度４以下であっても、交通機関の乱れなどにより保護者の帰宅困難が予 

   測される場合や、保護者からの届けがある生徒は学校で待機させ、引き取りを待つ 

こととする。 

 

 ○ 内閣府から大地震に対して「警戒宣言」が出された場合 

  

○ 通学路や家屋に損傷がみられ、下校が難しいと判断される場合 

 

〔火災〕 

 ○ 校舎が激しい火災に見舞われた場合 

 

〔水害〕 

 ○ 通学路が洪水等により、通行することが危険な場合 

 

〔不審者の侵入等〕 

 ○ 校地・校舎内に不審者が侵入し、生徒・教職員に危害が及んだとき、若しくは及ぶ 

恐れがある場合 

 

 ○ 学区内に不審者が出没し、実害や生徒に危害及ぶ事態が予想される場合 

 

〔その他〕 

 ○ 学校長が引き渡しを必要と判断した場合 

 

 以上のような場合には、黒石小、原小と連携し、Sigfy を利用して、家庭へ連絡をし、引

き渡しを行う。 

 

 

緊急時(大規模災害被災等)の引き渡しマニュアル 
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■生徒に関係する事態 

  ・生徒の事故 

  ・学校における事故 

 

  ・生徒の事件 

  ・学校における事件 

 

■教職員に関係する事態 

  ・教職員の事故 

  ・教職員の不祥事 

 

■火災・自然災害に関係する事態 

  ・学校施設、設備等の被害 

 

 

事   案 平常時の連絡窓口 24 時間対応の連絡窓口 

学校における事件・事故 

学校教育課 

0836-34-8611 

学校教育課 

0836-34-8611 

生徒の事故 

学校での盗難事件 

薬品・劇薬物盗難等事件 

生徒の事件 
教育支援課 

0836-34-8630 
生徒の問題行動等 

（いじめ・自殺等） 

学校保健関係 

（食中毒・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等）  
学校教育課 

0836-34-8611 
体育指導中の重大事故等 

学校施設被害 

(自然災害・火災発生等) 

教育施設課 

0836-34-8606 

風水害等に伴う休校等 

学校教育課 

0836-34-8611 

教職員の交通事故・不祥事 

教職員の死亡等 

(死亡、重篤な負傷・疾病、行方不明等) 

 

 

 

 

 

 

緊急時の市教委連絡先 

校長等 
学校教育課 

０８３６－３４－８６１１ 

校長等 
教育支援課 

０８３６－３４－８６３０ 

校長等 
学校教育課 

０８３６－３４－８６１１ 

校長等 
教育施設課 

０８３６－３４－８６０６ 

緊急的な災害、事件事故等の発生時 


